
東

京

都

北

区

都

市

計

画

法

に

規

定

す

る

開

発

行

為

等

の

規

制

に

係

る

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

六

年

七

月

十

八

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

九

号

東

京

都

北

区

都

市

計

画

法

に

規

定

す

る

開

発

行

為

等

の

規

制

に

係

る

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

都

市

計

画

法

に

規

定

す

る

開

発

行

為

等

の

規

制

に

係

る

施

行

細

則

（

平

成

五

年

八

月

東

京

都

北

区

規

則

第

三

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

四

条

第

二

項

を

削

り

、

同

条

第

三

項

中

「

前

二

項

」

を

「

前

項

」

に

、

「

の

印

鑑

証

明

書

」

を

「

が

本

人

で

あ

る

こ

と

を

確

認

す

る

に

足

り

る

書

類

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

二

項

と

す

る

。

第

四

条

の

二

第

一

項

中

「

別

記

第

四

号

様

式

の

二

」

を

「

別

記

第

四

号

様

式

」

に

、

「

別

記

第

四

号

様

式

の

三

」

を

「

別

記

第

四

号

様

式

の

二

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

別

記

第

四

号

様

式

の

四

」

を

「

別

記

第

四

号

様

式

の

三

」

に

、

「

別

記

第

四

号

様

式

の

五

」

を

「

別

記

第

四

号

様

式

の

四

」

に

改

め

る

。

第

七

条

第

二

項

中

「

者

は

、

」

の

下

に

「

第

一

項

に

規

定

す

る

開

発

許

可

標

識

又

は

」

を

加

え

、

「

標

識

」

を

「

開

発

許

可

標

識

に

代

え

る

標

識

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

三

項

と

し

、

同

条

第

一

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

２

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

法

第

二

十

九

条

第

一

項

の

許

可

を

受

け

た

こ

と

に

よ

り

、

宅

地

造

成

及

び

特

定

盛

土

等

規

制

法

（

昭

和

三

十

六

年

法

律

第

百

九

十

一

号

）

第

十

五

条

第

二

項

の

規

定

に

基

づ

き

同

法

第

十

二

条

第

一

項

の

許

可

を

受

け

た

も

の

と

み

な

さ

れ

た

場

合

に

は

、

同

法

第

四

十

九

条

の

標

識

に

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

も

の

を

も

っ

て

前

項

の

開

発

許

可

- 1 -



標

識

に

代

え

る

こ

と

が

で

き

る

。

一

開

発

許

可

標

識

で

あ

る

旨

の

表

示

二

開

発

区

域

に

含

ま

れ

る

地

域

の

名

称

三

開

発

区

域

の

面

積

四

工

事

施

行

者

の

住

所

第

十

条

中

「

第

三

十

一

条

」

を

「

第

三

十

一

条

第

一

項

」

に

改

め

る

。

別

記

第

一

号

様

式

備

考

１

中

「

宅
地

造
成

等
規

制
法

」

を

「

宅
地

造
成

及
び

特
定

盛
土

等
規

制

法

」

に

、

「

第
３

条
第

１
項

」

を

「

第
1
0
条

第
１

項

」

に

、

「

宅
地

造
成

工
事

規
制

区
域

内

」

を

「

宅
地

造
成

等
工

事
規

制
区

域

」

に

、

「

第
８

条
第

１
項

本
文

の
宅

地
造

成

」

を

「

第
1
6
条

第
１

項
の

宅
地

造
成

等

」

に

、

「

許
可

が
不

要
と

な
り

ま
す

」

を

「

変
更

許
可

を
取

得
し

た
と

み
な

さ

れ
ま

す

」

に

改

め

る

。

別

記

第

三

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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  別
記

第
３

号
様

式
（

第
４

条
関

係
）

 

同
 

 
意
 

 
証
 
 
明
 
 
書
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
施
行
に
係
る
都
市
計
画
法
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
つ
い
て
は
、
別
冊
の
設
計
説
明
書
及
び
設
計
図
に
よ
 

り
施
行
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。
 

１
土

地
の

関
係

権
利

者
 

所
在

及
び

地
番

 
地

目
 
地

積
 
権

利
の

種
類

 
同

意
年

月
日

 
同

意
者

住
所

氏
名

 
摘

 
 

 
 

 
要

 

 
 

 
 

 
 

 

第
2
9
条
の
規
定
に
よ
る
開
発
行
為
 

第
3
5
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
開
発
行
為
の
変
更
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２
 
工
作
物

の
関
係
権

利
者
 

所
在

及
び

地
番

 
用

 
 

途
 
延

べ
面

積
 
権

利
の

種
類

 
同

意
年

月
日

 
同

意
者

住
所

氏
名

 
摘

 
 

 
 

 
要

 

 
 

 
 

 
 

 

備
考

 
 １
 
権
利
の
種
類
欄
に
は
、
所
有
権
、
地
上
権
、
質
権
、
賃
借
権
等
の
種
別
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
２
 
当
該
権
利
に
係
る
土
地
又
は
工
作
物
が
共
有
の
場
合
に
は
、
摘
要
欄
に
そ
の
旨
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
３
 
同
意
者
住
所
氏
名
欄
に
記
載
の
あ
る
同
意
者
全
員
の
本
人
確
認
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
。
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別

記

第

四

号

様

式

を

削

り

、

別

記

第

四

号

様

式

の

二

を

別

記

第

四

号

様

式

と

し

、

別

記

第

四

号

様

式

の

三

を

別

記

第

四

号

様

式

の

二

と

し

、

別

記

第

四

号

様

式

の

四

を

別

記

第

四

号

様

式

の

三

と

し

、

別

記

第

四

号

様

式

の

五

を

別

記

第

四

号

様

式

の

四

と

す

る

。

別

記

第

九

号

様

式

中

「

電
話

（

）

を

電
話

（

）

」

「

に

改

め

る

。

- 5 -



」

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

令

和

六

年

七

月

三

十

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

十

条

の

改

正

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

都

市

計

画

法

に

規

定

す

る

開

発

行

為

等

の

規

制

に

係

る

施

行

細

則

別

記

第

一

号

様

式

、

第

三

号

様

式

、

第

四

号

様

式

の

二

か

ら

第

四

号

様

式

の

五

ま

で

及

び

第

九

号

様

式

の

規

定

に

よ

り

調

製

し

た

用

紙

で

現

に

残

存

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
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東

京

都

北

区

保

育

所

等

の

利

用

調

整

及

び

保

育

の

利

用

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

六

年

七

月

二

十

三

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

規

則

第

七

十

号

東

京

都

北

区

保

育

所

等

の

利

用

調

整

及

び

保

育

の

利

用

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

保

育

所

等

の

利

用

調

整

及

び

保

育

の

利

用

に

関

す

る

規

則

（

令

和

六

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

四

条

第

五

項

中

「

前

項

」

を

「

前

二

項

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

六

項

と

し

、

同

条

第

四

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

５

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

区

長

は

、

申

請

者

の

属

す

る

世

帯

の

状

況

そ

の

他

の

事

情

を

総

合

的

に

勘

案

し

、

特

に

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

第

二

項

及

び

第

三

項

に

規

定

す

る

方

法

に

よ

ら

ず

に

、

内

定

児

を

決

定

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

別

表

第

三

中

６

の

項

を

７

の

項

と

し

、

５

の

項

を

６

の

項

と

し

、

４

の

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

申
請

中
の

児
童

を
就

学
前

ま
で

継
続

し
て

在
園

で
き

な
い

認
可

保
育

所
小

規
模

保
育

事
業

所
事

業
所

内
保

育
事

業
所

（

支
援

法
第

２
、

、

９
条

第
１

項
に

規
定

す
る

地
域

型
保

育
給

付
費

の
支

給
対

象
施

設
と

５
し

て
確

認
を

受
け

た
も

の
に

限
る

）

又
は

家
庭

的
保

育
事

業
所

に
＋

２
。

預
け

て
お

り
そ

の
児

童
が

当
該

施
設

を
卒

園
す

る
年

度
の

翌
年

度
、

- 1 -



４
月

入
所

を
申

請
し

て
い

る
世

帯

（

４
月

入
所

の
み

適
用

）

別

表

第

三

備

考

１

中

「

番
号

５

」

を

「

番
号

６

」

に

改

め

、

同

表

備

考

２

中

「

番
号

５

」

を

「

番
号

６
」

に

、

「

番
号

６

」

を

「

番
号

７

」

に

改

め

、

同

表

備

考

３

中

「

育
児

休
業

の
延

長
を

希
望

す
る

旨
の

」

を

「

復
職

に
関

す
る

」

に

、

「

番
号

６

」

を

「

番
号

７

」

に

改

め

る

。

別

表

第

四

中

４

の

項

を

削

り

、

５

の

項

か

ら

８

の

項

ま

で

を

４

の

項

か

ら

７

の

項

ま

で

と

し

、

同

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

８
別

表
第

３
番

号
５

の
調

整
指

数
に

該
当

す
る

世
帯

（

４
月

入
所

の
み

適
用

）

別

記

第

十

四

号

様

式

中

「

通
知

し
ま

す

」

を

「

通
知

い
た

し
ま

す

」

に

改

め

る

。

（乙）

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

保

育

所

等

の

利

用

調

整

及

び

保

育

の

利

用

に

関

す

る

規

則

第

四

条

第

五

項

、

別

表

第

三

及

び

別

表

第

四

の

規

定

は

、

令

和

七

年

四

月

一

日

以

後

に

保

育

の

利

用

を

開

始

す

る

場

合

の

利

用

申

請

に

係

る

利

用

調

整

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

の

- 2 -



も

の

に

係

る

利

用

調

整

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

- 3 -



東

京

都

北

区

契

約

事

務

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

六

年

七

月

二

十

三

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

規

則

第

七

十

一

号

東

京

都

北

区

契

約

事

務

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

契

約

事

務

規

則

（

昭

和

三

十

九

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

二

十

三

条

中

「

並

び

に

」

を

「

及

び

」

に

、

「

納

入

（

提

出

）

者

」

を

「

納

入

者

又

は

提

出

者

」

に

改

め

、

同

条

第

一

号

中

「

か

か

る

」

を

「

係

る

」

に

改

め

、

「

、

契

約

書

」

の

下

に

「

（

契

約

内

容

を

記

録

し

た

電

磁

的

記

録

を

含

む

。

第

四

十

一

条

を

除

き

、

以

下

同

じ

。

）

」

を

、

「

も

の

」

の

下

に

「

で

あ

る

場

合

」

を

加

え

、

「

当

事

者

双

方

が

契

約

書

に

記

名

押

印

し

た

」

を

「

契

約

を

締

結

し

た

」

に

改

め

、

同

条

第

二

号

中

「

か

か

る

」

を

「

係

る

」

に

改

め

、

同

条

第

三

号

中

「

あ

つ

て

は

」

を

「

あ

つ

て

は

、

」

に

改

め

る

。

第

四

十

一

条

第

一

項

中

「

二

通

」

の

下

に

「

作

成

し

、

又

は

契

約

内

容

を

記

録

し

た

電

磁

的

記

録

を

」

を

加

え

、

同

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

４

契

約

担

当

者

は

、

契

約

内

容

を

記

録

し

た

電

磁

的

記

録

を

作

成

す

る

と

き

は

、

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

二

百

三

十

四

条

第

五

項

に

規

定

す

る

総

務

省

令

で

定

め

る

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

第

五

十

三

条

第

一

項

中

「

関

係

書

類

」

の

下

に

「

（

当

該

関

係

書

類

に

記

載

す

べ

き

事

項

を

記

録

し

た

電

磁

的

記

録

を

含

む

。

第

五

十

五

条

第

一

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

」

を

加

え

る

。

付

則
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こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

- 2 -


